
大和市告示第１０７号 

大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を

定める要綱及び大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱の一部を改

正する要綱を次のように定める。 

令和８年５月２９日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する

基準等を定める要綱及び大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）

実施要綱の一部を改正する要綱 

（大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等

を定める要綱の一部改正） 

第１条 大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基

準等を定める要綱（平成２９年大和市告示第７４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「同記第２号キ」の次に「からケまで」を、「あっては、」の次に「順次乗

じて得た額を」を加える。 

別記中「）及び」を「）並びに」に、「に準ずる」を「、介護保険法施行規則第１４０条の

６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて（令和３年３月１９日老認発０３１９第３号）及び指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及

び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（平成１２年３月１日老企第３６号）に準ずる」に改め、同記第１号ケ中「同一建物減

算」の次に「 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める単位」を加え、(ｱ)を削り、同号ケ(ｲ)

中「同一敷地内建物等」を「事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の

建物若しくは事業所と同一の建物（以下この号において「同一敷地内建物等」という。）」に、

「１回につき所定単位数」を「所定単位」に改め、同号ケ(ｲ)を同号ケ(ｱ)とし、同号ケ(ｱ)の次

に次のように加える。 

(ｲ) 事業所において、当該月の前６月間に提供した訪問型従前相当サービスの利用者の総

数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が正当な

理由なく１００の９０以上である事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者（(ｱ)に掲

げる利用者を除く。） 所定単位に１００分の１２を乗じて得た単位 



(ｳ) 同一敷地内建物等に居住する利用者（(ｱ)及び(ｲ)に掲げる利用者を除く。）又は事業

所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建

物等を除く。）に居住する利用者 所定単位に１００分の１０を乗じて得た単位 

別記第１号コ(ｱ)中「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

イ」に、「１０００分の２４５」を「１０００分の２７０」に改め、同号コ(ｲ)中「介護職員

等処遇改善加算（Ⅱ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ」に、「１０００分の２２４」

を「１０００分の２８７」に改め、同号コ中(ｵ)を削り、同号コ(ｴ)中「１０００分の１４５」

を「１０００分の１７０」に改め、同号コ(ｴ)を同号コ(ｶ)とし、同号コ(ｳ)中「１０００分の

１８２」を「１０００分の２０７」に改め、同号コ(ｳ)を同号コ(ｵ)とし、同号コ(ｲ)の次に次の

ように加える。 

(ｳ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 所定単位に１０００分の２４９を乗じて得た単位

を加えた単位 

(ｴ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 所定単位に１０００分の２６６を乗じて得た単位

を加えた単位 

別記第２号ク(ｱ)中「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ」

に、「キ」を「ケ」に、「１０００分の２４５」を「１０００分の２７０」に改め、同号ク(ｲ)中

「介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ」に、「１０００分の

２２４」を「１０００分の２８７」に改め、同号ク中(ｵ)を削り、同号ク(ｴ)中「１０００分の

１４５」を「１０００分の１７０」に改め、同号ク(ｴ)を同号ク(ｶ)とし、同号ク(ｳ)中「１０００

分の１８２」を「１０００分の２０７」に改め、同号ク(ｳ)を同号ク(ｵ)とし、同号ク(ｲ)の次に

次のように加える。 

(ｳ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 所定単位に１０００分の２４９を乗じて得た単位

を加えた単位 

(ｴ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 所定単位に１０００分の２６６を乗じて得た単位

を加えた単位 

別記第２号クを同号コとし、同号キの次に次のように加える。 

ク 業務継続計画未策定減算 所定単位に１００分の１を乗じて得た単位 

ケ 同一建物減算 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める単位 

(ｱ) 事業所における１月当たりの利用者が事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは

隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物（以下この号において「同一敷地内

建物等」という。）に５０人以上居住する建物に居住する利用者 所定単位に１００分



の１５を乗じて得た単位 

(ｲ) 事業所において、当該月の前６月間に提供した訪問型サービス・活動Ａの利用者の総

数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が正当な

理由なく１００の９０以上である事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者（(ｱ)に掲

げる利用者を除く。） 所定単位に１００分の１２を乗じて得た単位 

(ｳ) 同一敷地内建物等に居住する利用者（(ｱ)及び(ｲ)に掲げる利用者を除く。）又は事業

所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建

物等を除く。）に居住する利用者 所定単位に１００分の１０を乗じて得た単位 

別記第３号ケ中「口腔機能向上加算」の次に「 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める単

位」を加え、同号ケに次のように加える。 

(ｱ) 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

(ｲ) 口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

別記第３号チ(ｱ)中「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

イ」に、「１０００分の９２」を「１０００分の１１１（当該事業所における利用定員（以下こ

の号において「利用定員」という。）が１９人未満の場合にあっては、１０００分の１１７）」に

改め、同号チ(ｲ)中「介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）」を「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ」

に、「１０００分の９０」を「１０００分の１２０（利用定員が１９人未満の場合にあっては、

１０００分の１２７）」に改め、同号チ中(ｵ)を削り、同号チ(ｴ)中「１０００分の６４」を

「１０００分の８３（利用定員が１９人未満の場合にあっては、１０００分の８９）」に改め、

同号チ(ｴ)を同号チ(ｶ)とし、同号チ(ｳ)中「１０００分の８０」を「１０００分の９９（利用定

員が１９人未満の場合にあっては、１０００分の１０５）」に改め、同号チ(ｳ)を同号チ(ｵ)と

し、同号チ(ｲ)の次に次のように加える。 

(ｳ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 所定単位に１０００分の１０９（利用定員が１９

人未満の場合にあっては、１０００分の１１５）を乗じて得た単位を加えた単位 

(ｴ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 所定単位に１０００分の１１８（利用定員が１９

人未満の場合にあっては、１０００分の１２５）を乗じて得た単位を加えた単位 

（大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱の一部改正） 

第２条 大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱（平成２９年大和

市告示第７５号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「別表に規定する」を「別表第１号及び第４号から第６号までに規定する単

位数の合計から同表第２号及び第３号に規定する単位数を減じて得た」に改める。 



別表を次のように改める。 



別表（第８条関係） 

番号 区分 単位数 

１ 介護予防ケアマネジメント ４４２単位 

２ 高齢者虐待防止措置未実施減算 前号に規定する単位数に１００分の１を乗じて得た

単位 

３ 業務継続計画未策定減算 第１号に規定する単位数に１００分の１を乗じて得

た単位 

４ 初回加算 ３００単位 

５ 委託連携加算 ３００単位 

６ 介護職員等処遇改善加算 第１号、第４号及び第５号に規定する単位数の合計

から第２号及び第３号に規定する単位数を減じて得

た単位数に１０００分の２１を乗じて得た単位 

備考 単位の算定に当たっては、介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に

規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号）及び介護保険法

施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定

に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月１９日老認発０３１９第３号）に準ずる

ものとする。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に行ったサービスに要する費用の額の算定については、なお従前の例による。 


